
○日光市商工業振興計画の進め方○

計画の期間
◆『日光市商工業振興計画』は、上位計画である『第２次日光市総合計画』に基づく具体
　的施策の展開を前提に、平成２８年度から平成３７年度までの１０年間を計画期間と
　します。( 中間年にあたる５年後に必要に応じ見直し実施 )

計画の推進
◆具体的な取り組み（重点プロジェクトやアクションプラン）については、事業者、行政、
　商工会議所・商工会・ＪＡ・観光協会など関係団体、市民が連携・協力しながら実施し
　ます。
◆効果的・効率的に計画を推進するため、関連団体等を主体とする新たな組織を設置し、
　進捗状況に関する毎年度の評価・検証や、必要に応じた改善・見直しを行います。
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「商工業振興計画策定委員会」の関連団体等を主体とする新たな組織

市民による組織、庁内推進組織

民間と行政との協働体制

日光市商工業振興計画
【概要版】

日光市商工業振興計画 -概要版 -
■発行／日光市 産業環境部 商工課
　　　　〒３２１‐１２９２　栃木県日光市今市本町１番地
　　　　http://www.city.nikko.lg.jp　TEL.０２８８（２１）５１３６
■発行年月／平成２８年９月

◆日光市の地域経済が輝かしく元気なものとなるよう、商工業振興施策推進の基本理念を次のように掲
　げています。
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－基本理念－

◆４つの基本戦略は、基本理念の実現に向けた商工業振興施策の柱となるものです。
－基本戦略－

基本戦略１
新たな視点で生み出す
産業間の連携・強化に
よる地域経済の活性化

基本戦略２
賑わいが再生されニコ
ニコが広がる商業の振
興

基本戦略３
先進的な取り組みの継
承・活用による工業の
振興

基本戦略４
日光ブランドを最大限
に活かす産業の振興
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◆４つの基本戦略を踏まえつつ、この先力を入れて取り組むべき施策・事業を重点プロジェクトとして
　位置づけ、効果的・効率的に実施していきます。

－重点プロジェクト：具体的な施策－

世界レベルの観光を軸とした産業連携

●産業連携基盤の充実　●外国人観光客に対応した環境整備

重点
プロジェクト１

【具体的施策】

進取の気性に富んだ地域産業を支える人材の育成

●大学等との連携による人材育成　●人材の掘り起し　●起業・経営基盤強化に向けた人材育成

重点
プロジェクト２

【具体的施策】

経営・技術の革新や新たな創業チャレンジへの支援

●経営基盤の強化　●ベンチャー企業創業支援　●ベンチャー企業の強化　●創業支援の情報発信
●地域の若者起業の支援

重点
プロジェクト３

【具体的施策】

ライフスタイルに応じた安定した雇用の確保

●地域産業の強化推進　●地域の若者就職情報発信

重点
プロジェクト４

【具体的施策】

地域潜在力を活かす企業立地の促進

●観光と連携した企業誘致　●研究機関等の誘致　●地域の特性に応じた本社等の機能の移転

重点
プロジェクト５

【具体的施策】

個性あふれる日光ブランド、伝統工芸の育成

●伝統工芸のブランド化の推進　●大学等と連携した産業の創出

重点
プロジェクト６

【具体的施策】

成
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※このほか、日光市商工業振興計画には、より具体的な個別事業となる「アクションプラン」が定められています。
　（代表的な事業については裏面でお示ししています。）
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◆日光市内の商工業を牽引する企業・事業者が共有すべき成長の方向性や、みんなが連携して取り組む
　具体的な戦略・プロジェクトの内容などを示すものです。
◆日光市が持つ地域の資源や特性を活かしながら、成長が期待できる分野を選択し、重点的に投資する
　「成長戦略」を実践することで、市全体の商工業の活性化をめざします。

日光市の元気な商工業をめざすためのプランです !!



企業の皆さんへ

日光市で働きたい方へ

店舗開業・商店・商店街の皆さんへ

市は、地域の商工業を活性化するため、“日光市商工業振興計画” に位置づけられた取り組みをは
じめ、商店街や企業、市内で働きたい方を支援する各種事業を行っています。組み合わせ可能な
事業もありますので、ぜひご活用ください。　
くわしくは、商工課　℡ 21-5136までお問い合わせください。

商店街街路灯電気料補助金

【内容】
認定団体所在の区域内で、団体
が管理する街路灯がおおむね
10 基以上設置されている場合、
団体名義で負担する電気料の 2
分の 1 を補助

【対象者】
商店が一定区域に 10 店舗以上
集まり、組織などについての規
約を持ち、商店会として市長の
認定を受けた団体

商店街活性化事業補助金

駐車場設置事業 街路灯設置事業 施設設備整備事業 商店街活性化事業

【内容】
買い物客などの利便
性向上のための駐車
場設置費用の 3 分の
1 を補助

【対象者】
商店が一定区域に 10 店舗以上集まり、組織などについての規約を持ち、商店会として
市長の認定を受けた団体

【内容】
街路灯の新設や LE
D 灯への改修・撤去
に要する費用
( 街路灯 1 基当たり
の新設・改修・撤去
費用限度額を 15 万
円として、算出した
金額の 2 分の 1) を
補助

【内容】
駐車場・街路灯以外
の施設または設備の
整備事業の事業費の
3 分の 2( 上限額 300
万円 ) を補助

【内容】
空き店舗対策を含む、
商店街のにぎわいづ
くりや PR、商店街
の活性化などに寄与
する事業について、
事業費の 3 分の 2
( 上限額 60 万円 ) を
補助

そばのまちづくり産業
連携支援事業

【内容】
購入前に申請し、要件を満たし
たものに
日光産玄そば 1 袋 (22.5kg) 当た
り、または日光産そば粉 13.5kg
当たり 1,000 円をそれぞれ補助

【対象者】
日光産そばを購入し、加工販売
している市内製造業者 ( 製造小
売業を含む )、飲食業者

空き店舗対策
家賃補助事業補助金

【内容】
開業した日の属する月から 12
ヶ月分の家賃 ( 月額家賃の 2 分
の 1、上限額 5 万円 ) を補助

【対象者】
市内で空き店舗を借りて小売業
・飲食業・サービス業などの開
業をしようとする方

「日光で働こう！」
合同企業面接会

【内容】
市内企業と市内への就職を希望
する求職者のマッチングを目指
す合同企業面接会を開催します。

求職者向け「就職応援ガイド
ホームページ」の開設

【内容】
市内企業の情報を業種・エリア
別に掲載した
「就職応援ガイドホームページ」
http://www.nikko-job.com/
を開設しています。
仕事探しにぜひご活用ください

工場施設等整備助成金

【内容】
改築、改装、設備の更新に係る固
定資産税相当額の 2 分の 1 を最大
5 年間補助 ( 設備投資額など要件
あり )

【対象者】
工場の改築・改装、工場設備の更
新を行う製造業者

中小企業振興資金
保証料助成金

【内容】
該当資金 ( 市制度融資 ) を利用する
場合、信用保証料を全額補助

【対象者】
日光市中小企業振興資金を利用す
る方

若年者雇用創出奨励金

【内容】
国の「トライアル雇用奨励金」
に上乗せして、1 ヶ月当たり 7
万円を最大 3 ヶ月間交付

【対象者】
市内在住の求職者を「トライア
ル雇用」した市内企業

雇用創出奨励金

【内容】
新規雇用者 1 人当たり 20 万円
を交付
( 対象業種や面積など要件あり )

【対象者】
市内への事業所の新設・増設な
どに伴い、市内在住の求職者な
どを 5 人以上常用雇用した企業

重ＰＡＰ
商店リフレッシュ事業
補助金

【内容】
改装費用の 2分の 1を補助 ( 上限
あり )
※すでに営業をしている店舗につ
いては、改装費用の 3分の 1を補
助 ( 上限あり )

【対象者】
空き店舗を借りるなどして小売業
・飲食業・サービス業などの開業
をする方。また、すでに営業をし
ている店舗を改装する方

ＡＰ ＡＰ
中小企業特許等取得
促進支援事業費補助金

【内容】
出願に要する経費の合計の 2 分の
1( 特許権の補助限度額は 20 万円、
それ以外は 10 万円 ) を補助
※特許出願前に申請が必要

【対象者】
特許権、実用新案権、商標権、意
匠権の出願をする方

ＡＰ

中小企業振興資金
( 市制度融資 )

【内容】
資金を低利な条件で融資
※借り入れの際は、市内金融機関
(ＪＡ・ゆうちょは除く ) に問い合
わせる

【対象者】
市内で事業を営んでいる方
( 業種・資金により条件あり )

ＡＰ
工場立地奨励金

【内容】
新設・増設に係る固定資産税相当
額を最大 5 年間補助
( 面積など要件あり )

【対象者】
工場を新設・増設する製造業者
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ＡＰ …「日光市商工業振興計画」に
　　おいてアクションプランに
　　位置づけた事業です。

重Ｐ …「日光市商工業振興計画」に
　　おいて重点プロジェクトに
　　位置づけた事業です。


